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(57)【要約】
【課題】安定性かつ使用感に優れた外用組成物を提供す
る。
【解決手段】（Ａ）酸性ムコ多糖、（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２

４飽和脂肪酸、（Ｃ）高級アルコール、および（Ｄ）ア
ルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの
塩を含有する外用組成物を調製する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）酸性ムコ多糖、
（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸、
（Ｃ）高級アルコール、および
（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩を含有する外用組成物
。
【請求項２】
　２５℃における粘度が１００～３００，０００ｍＰａ・ｓである、請求項１に記載の外
用組成物。
【請求項３】
　さらに水を３０ｗ／ｗ％以上含有する、請求項１又は２に記載の外用組成物。
【請求項４】
　前記酸性ムコ多糖が、ヒアルロン酸、アルギン酸、ヒアルロン酸誘導体、アルギン酸誘
導体、ヒアルロン酸の塩、アルギン酸の塩、ヒアルロン酸誘導体の塩、およびアルギン酸
誘導体の塩からなる群より選択される少なくとも１種である、請求項１～３のいずれか１
項記載の外用組成物。
【請求項５】
　前記Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸が、Ｃ１６～Ｃ２２飽和脂肪酸である、請求項１～４の
いずれか１項記載の外用組成物。
【請求項６】
　前記高級アルコールが、Ｃ１０～Ｃ２４脂肪族アルコールである、請求項１～５のいず
れか１項記載の外用組成物。
【請求項７】
　前記アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩がＬ－アルギニン、Ｄ
－アルギニン、Ｌ－アルギニン誘導体、Ｄ－アルギニン誘導体、Ｌ-アルギニンの塩、Ｄ
－アルギニンの塩、Ｌ-アルギニン誘導体の塩、およびＤ－アルギニン誘導体の塩からな
る群より選択される少なくとも１種である、請求項１～６のいずれか１項記載の外用組成
物。
【請求項８】
　前記酸性ムコ多糖の含有量が０．００１～１ｗ／ｗ％である、請求項１～７のいずれか
１項記載の外用組成物。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項記載の外用組成物の製造方法であって、
　５０℃以上に加熱した（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸、および（Ｃ）高級アルコール
を含む相に、５０℃以上に加熱した（Ａ）酸性ムコ多糖および（Ｄ）アルギニン、アルギ
ニン誘導体、および／またはそれらの塩を含む相を添加する工程を含む、外用組成物の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、（Ａ）酸性ムコ多糖、（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸、（Ｃ）高級アルコ
ール、および（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩を含有す
る外用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　皮膚や毛髪に保湿効果やうるおいを与える化粧料として、液剤、クリーム剤、化粧水、
あるいは乳液などが広く使用されている。保湿は、皮膚や毛髪中の水分を保持することや
水分の蒸発を防ぐことによりなされる。
【０００３】
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　一般的には、クリーム剤や乳液などの高粘度製剤や、油分を多く含み、べたつきのある
化粧料の方が、低粘度製剤や可溶化液剤よりも、保湿性に優れる傾向にある。
【０００４】
　保湿性を高めた可溶化液剤として、特許文献１では、ビタミンＥ誘導体を含み、使用性
に優れた化粧料が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１５６３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、安定性かつ使用感の良い外用組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、本課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、（Ａ）ムコ多糖、（Ｂ）Ｃ

１０～Ｃ２４飽和脂肪酸、（Ｃ）高級アルコール、および（Ｄ）アルギニン、アルギニン
誘導体、および／またはそれらの塩を用いることで、良好な使用感、高い安定性、および
／または保湿効果を有する外用組成物が得られることを見出し、本発明を完成するに至っ
た。
【０００８】
　すなわち、本発明は、下記に掲げる外用組成物を提供する。
　項１．
（Ａ）酸性ムコ多糖、
（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸、
（Ｃ）高級アルコール、および
（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩を含有する外用組成物
。
　項２．
　２５℃における粘度が１００～３００，０００ｍＰａ・ｓである、項１に記載の外用組
成物。
　項３．
　さらに水を３０ｗ／ｗ％以上含有する、項１又は２に記載の外用組成物。
　項４．
　前記酸性ムコ多糖が、ヒアルロン酸、アルギン酸、ヒアルロン酸誘導体、アルギン酸誘
導体、ヒアルロン酸の塩、アルギン酸の塩、ヒアルロン酸誘導体の塩、およびアルギン酸
誘導体の塩からなる群より選択される少なくとも１種である、項１～３のいずれか１項記
載の外用組成物。
　項５．
　前記Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸が、Ｃ１６～Ｃ２２飽和脂肪酸である、項１～４のいず
れか１項記載の外用組成物。
　項６．
　前記高級アルコールが、Ｃ１０～Ｃ２４脂肪族アルコールである、項１～５のいずれか
１項記載の外用組成物。
　項７．
　前記アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩がＬ－アルギニン、Ｄ
－アルギニン、Ｌ－アルギニン誘導体、Ｄ－アルギニン誘導体、Ｌ-アルギニンの塩、Ｄ
－アルギニンの塩、Ｌ-アルギニン誘導体の塩、およびＤ－アルギニン誘導体の塩からな
る群より選択される少なくとも１種である、項１～６のいずれか１項記載の外用組成物。
項８．
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　前記酸性ムコ多糖の含有量が０．００１～１ｗ／ｗ％である、項１～７のいずれか１項
記載の外用組成物。
項９．
　項１～８のいずれか１項記載の外用組成物の製造方法であって、
　５０℃以上に加熱した（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸、および（Ｃ）高級アルコール
を含む相に、５０℃以上に加熱した（Ａ）酸性ムコ多糖および（Ｄ）アルギニン、アルギ
ニン誘導体、および／またはそれらの塩を含む相を添加する工程を含む、外用組成物の製
造方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、安定性かつ使用感の良い外用組成物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の外用組成物および本発明の外用組成物以外の化粧料を用いた水
分蒸散量の相対比（％）を表わすグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書において、含有量の単位「ｗ／ｗ％」は、「ｇ／１００ｇ」と同義である。
【００１２】
　本発明の外用組成物は、（Ａ）酸性ムコ多糖、（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸、（Ｃ
）高級アルコール、および（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれら
の塩を含有する。
【００１３】
[（Ａ）酸性ムコ多糖]
　本発明において、（Ａ）酸性ムコ多糖は、グリコサミノグリカンと同義で用い、動物の
結合組織を中心に広く組織に存在する多糖をいう。
【００１４】
　このような酸性ムコ多糖としては、限定はされないが、例えば、ヒアルロン酸、コンド
ロイチン、キトサン、ジャルロン酸、ヘパラン、ケラタン及びアルギン酸、並びにその誘
導体又はそれらの塩が挙げられる。
【００１５】
  前記誘導体としては、限定はされないが、酸性ムコ多糖中の水素原子が、アルキル基、
アルケニル基、アリール基などで置換されたエステル誘導体；水酸基の水素原子が、アシ
ル基で置換されたエステル誘導体や、アルキル基、アルケニル基、アリール基などで置換
されたエーテル誘導体；ムコ多糖中のアミノ基の水素原子が、アシル基で置換されたアミ
ド誘導体や、アルキル基、アルケニル基、アリール基などで置換されたアミン誘導体；等
が挙げられる。
【００１６】
　前記塩としては、薬学的又は生理学的に許容される塩であればよく、例えば、ナトリウ
ム、カリウムのようなアルカリ金属塩；マグネシウム、カルシウムのようなアルカリ土類
金属塩；亜鉛塩；アンモニウム塩；硫酸塩；モノエタノールアミンのようなアルカノール
アミン塩等を挙げることができる。中でも、アルカリ金属塩が好ましく、ナトリウム塩が
より好ましい。
【００１７】
　酸性ムコ多糖の塩の好ましい具体例として、ヒアルロン酸ナトリウム、ヒアルロン酸カ
リウム、ヒアルロン酸カルシウム、ヒアルロン酸マグネシウム、ヒアルロン酸亜鉛、ヒア
ルロン酸アンモニウム、ヒアルロン酸モノエタノールアミン、アセチル化ヒアルロン酸ナ
トリウム、アセチル化ヒアルロン酸カリウム、アセチル化ヒアルロン酸カルシウム、アセ
チル化ヒアルロン酸マグネシウム、アセチル化ヒアルロン酸亜鉛、アセチル化ヒアルロン
酸アンモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマー、加水分解ヒアルロン酸、アセチル化ヒア
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ルロン酸モノエタノールアミン、コンドロイチン硫酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸カ
リウム、デルマタン硫酸ナトリウム、デルマタン硫酸カリウム、キトサンアスコルビン酸
、キトサングリコール酸、キトサン乳酸、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロ
リド、ヘパラン硫酸ナトリウム、ヘパラン硫酸カリウム、アルギン酸ナトリウムなどが挙
げられる。
【００１８】
  酸性ムコ多糖の中では、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸
、コンドロイチン硫酸ナトリウム、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、アセチル化ヒア
ルロン酸カリウム、アセチル化ヒアルロン酸カルシウム、アセチル化ヒアルロン酸マグネ
シウム、アセチル化ヒアルロン酸亜鉛、アルギン酸ナトリウムが好ましく、ヒアルロン酸
、ヒアルロン酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸、コンドロイチン硫酸ナトリウム、アセ
チル化ヒアルロン酸ナトリウム、アセチル化ヒアルロン酸カリウム、アセチル化ヒアルロ
ン酸亜鉛、アルギン酸ナトリウムがより好ましく、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ナトリウ
ム、アルギン酸ナトリウムがさらにより好ましい。
【００１９】
  酸性ムコ多糖の平均分子量は特に制限されないが、例えば、重量平均分子量で、約１０
００～４００万であり、好ましくは約１０００～３００万であり、より好ましくは約５０
００～３００万、特に好ましくは約５０００～２００万である。
【００２０】
　例えば、酸性ムコ多糖がヒアルロン酸またはその塩の場合、重量平均分子量は、サイズ
排除クロマトグラフィーにより測定される値である。その条件は、（カラム：TSKgel GMP
WXL  7.8mm×30cm（東ソー（株）製）、カラム温度：40℃付近の一定温度、検出器：示差
屈折率計、移動相：0.2mol／L  NaCl、流量：0.3ｍL／分、注入量：100μL、標準物質：
プルラン標準品（STANDARD P-82、昭和電工（株）製））である。
【００２１】
　同様に、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸またはそれらの塩の場合、重量平均分子
量は、静的光散乱法により測定することができる。具体的には、ダイナミック光散乱光度
計〔ＤＬＳ－８０００（大塚電子株式会社）〕を用いて、以下の条件により行なう。試料
を精製水に溶解させて濃度１０ｍｇ／ｍＬとなるように調製する。この溶液をさらに精製
水で希釈して、濃度２、４、６、８ｍｇ／ｍＬとなるように調製する。２５℃における２
０、３０、４０、６０、９０、１２０、１５０°の角度の静的光散乱測定及び固有屈折率
増分であるｄｎ／ｄｃ測定を行い、Ｚｉｍｍ平方根プロット及びＤｅｂｙｅプロットから
、重量平均分子量を算出する。なお、散乱測定前にはポアサイズ０．２２μｍのフィルタ
ーで試料のろ過を行う。ｄｎ／ｄｃ測定は、大塚電子製ＤＲＭ－３０００で測定すること
ができる。
【００２２】
　同様に、アルギン酸等、他のムコ多糖の重量平均分子量も、ＧＰＣ分析によって測定さ
れる。
例えば、アルギン酸の重量平均分子量の測定方法としては、以下の方法を採用することが
できる。
  アルギン酸（塩）を０．１ｇ取り、蒸留水で０．１％溶液になるように定容して得られ
たものを分析試料とする。次に、分析試料の１００μＬをゲル浸透クロマトグラフィー（
ＧＰＣ）で測定する。ＧＰＣ操作条件は以下の通りである。分子量算出用の検量線には、
標準プルラン（Ｓｈｏｄｅｘ  ＳＴＡＮＤＡＲＤ  Ｐ－８２（昭和電工株式会社）を用い
る。これより、試料中のアルギン酸（塩）の重量平均分子量を測定することができる。
カラム：
（１）Ｓｕｐｅｒ  ＡＷ－Ｌ（東ソー株式会社）
（２）ＴＳＫ－ＧＥＬ  Ｓｕｐｅｒ  ＡＷ４０００（東ソー株式会社）
排除限界分子量４×１０５ＰＥＯ／ＤＭＦ、長さ１５ｃｍ、内径６ｍｍ、東ソー（株）製
ＴＳＫ－ＧＥＬ  Ｓｕｐｅｒ  ＡＷ２５００（東ソー株式会社）
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排除限界分子量２×１０３ＰＥＯ／ＤＭＦ、長さ１５ｃｍ、内径６ｍｍ、東ソー（株）製
　上記カラムはＡＷ－Ｌ、ＡＷ４０００、ＡＷ２５００の順で連結する。
カラム温度：４０℃
検出器：示差屈折計
移動相：０．２ｍｏｌ／Ｌ硝酸ナトリウム水溶液
流速：０．６ｍＬ／ｍｉｎ
注入量：１００μＬ
【００２３】
　これらの酸性ムコ多糖は、１種または２種以上の組み合わせで使用することもできる。
【００２４】
　酸性ムコ多糖の使用により、本発明の外用組成物の粘度を適宜に調整できる。酸性ムコ
多糖は、本発明の外用組成物をべたつきがなく、さっぱりとした組成物とするのに寄与す
ることができる。酸性ムコ多糖を合成して用いることまたは市販品をそのまま用いること
ができる。
【００２５】
　具体的には、酸性ムコ多糖として、ヒアルロン酸ナトリウムＨＡ１２　Ｎ（ＳＨＩＳＥ
ＩＤＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム（ＳＨＩＳＥＩＤＯ　
ＣＯ．，ＬＴＤ．）、ヒアロオリゴ（キューピー（株））、ヒアルロンサンＨＡ－ＬＱ（
キューピー（株））、ヒアルロン酸ＦＣＨ－１２０（キッコーマンバイオケミファ）、バ
イオヒアルロン酸ナトリウムＨＡ２０Ｎ（ＳＨＩＳＥＩＤＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）、ヒア
ルロン酸ＦＣＨ－６０（キッコーマンバイオケミファ）、ダックアルギン　ＮＳＰＭ－Ｒ
（（株）紀文フードケミファ）、キミカアルギンＩＬ－２（キミカ）、ダックアルギンＮ
ＳＰＨ２Ｒ（キッコーマンバイオケミファ）などが例示される。
【００２６】
　本発明の外用組成物において、外用組成物の全量に対する（Ａ）成分の総含有量は、他
の成分とのバランスによって適宜設定される。外用組成物の全量に対して、（Ａ）成分の
総含有量は、好ましくは、０．００１　ｗ／ｗ％以上であり、より好ましくは、０．００
５ｗ／ｗ％以上、さらに好ましくは、０．００７ｗ／ｗ％以上、最も好ましくは０．０１
ｗ／ｗ％以上である。外用組成物の全量に対して、（Ａ）成分の総含有量は、好ましくは
１ｗ／ｗ％以下であり、より好ましくは０．８ｗ／ｗ％以下、より好ましくは０．７ｗ／
ｗ％以下、さらに好ましくは０．５ｗ／ｗ％以下、最も好ましくは０．３ｗ／ｗ％以下で
ある。外用組成物の全量に対して、（Ａ）成分の総含有量は、好ましくは０．００１ｗ／
ｗ％～１ｗ／ｗ％、より好ましくは、０．００７ｗ／ｗ％～０．８ｗ／ｗ％、さらに好ま
しくは、０．０１ｗ／ｗ％～０．５ｗ／ｗ％、最も好ましくは、０．０５ｗ／ｗ％～０．
３ｗ／ｗ％である。
【００２７】
[（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸]
　本発明において、（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸は、炭素鎖に二重結合あるいは三重
結合を有せず、水素で飽和されており、かつ炭素原子１０個～２４個を有する脂肪酸のこ
とである。具体的には、カプリン酸、ウンデシル酸、ラウリン酸、トリデシル酸、ミリス
チン酸、ペンタデシル酸、パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸、ノナデシル酸、
アラキジン酸、ヘンイコシル酸、ベヘン酸、トリコシル酸、またはリグノセリン酸をいう
。
【００２８】
　このような（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸としては、限定はされないが、本発明の効
果が顕著に現れる観点から、Ｃ１６～Ｃ２２飽和脂肪酸である、パルミチン酸、マルガリ
ン酸、ステアリン酸、ノナデシル酸、アラキジン酸、ヘンイコシル酸、またはベヘン酸、
特には、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸が好ましい。
【００２９】
　これらのＣ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸は、１種または２種以上の組み合わせで使用するこ
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ともできる。
【００３０】
　Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸の使用により、本発明の外用組成物を均一性および安定性に
優れた組成物とすることができる。Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸を合成して用いること、ま
たは市販品をそのまま用いることができる。
【００３１】
　本発明の外用組成物において、外用組成物の全量に対する（Ｂ）成分の総含有量は、他
の成分とのバランスによって適宜設定される。外用組成物の全量に対して、（Ｂ）成分の
総含有量は、好ましくは０．０１ｗ／ｗ％以上であり、より好ましくは０．１ｗ／ｗ％以
上、さらに好ましくは０．２ｗ／ｗ％以上、より好ましくは０．３ｗ／ｗ％以上、最も好
ましくは０．５ｗ／ｗ％以上である。また、外用組成物の全量に対して（Ｂ）成分の総含
有量は、好ましくは８ｗ／ｗ％以下であり、より好ましくは７ｗ／ｗ％以下、さらに好ま
しくは６ｗ／ｗ％以下、より好ましくは５ｗ／ｗ％以下、最も好ましくは３ｗ／ｗ％以下
である。外用組成物の全量に対して、（Ｂ）成分の総含有量は、好ましくは０．０１ｗ／
ｗ％～８ｗ／ｗ％、より好ましくは、０．１ｗ／ｗ％～６ｗ／ｗ％、さらに好ましくは、
０．３ｗ／ｗ％～５ｗ／ｗ％、最も好ましくは、０．５ｗ／ｗ％～３ｗ／ｗ％である。
【００３２】
　本発明の外用組成物において、（Ａ）成分に対する（Ｂ）成分の配合量の比率は、（Ａ
）成分の総含有量１重量部に対して、（Ｂ）成分の総含有量が０．０１～８０００重量部
が好ましく、０．１～１４００重量部がより好ましく、０．２５～８６０重量部がさらに
好ましく、０．４２～５００重量部が一層好ましく、１～１００重量部が最も好ましい。
【００３３】
[（Ｃ）高級アルコール]
　本発明において、（Ｃ）高級アルコールは、炭素数６以上のアルコールを指し、直鎖状
または分枝状の構造のいずれでも良い。高級アルコールとしては、限定はされないが、特
には、Ｃ１０～Ｃ２４脂肪族アルコールが好ましい。このようなアルコールには、カプリ
ルアルコール、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、セチルアルコール（セタノ
ール）、ステアリルアルコール、オレイルアルコール、またはリノリルアルコール、べへ
ニルアルコールが含まれる。本発明の効果が顕著に現れる観点から、セタノール、ステア
リルアルコール、べへニルアルコールが特に好ましい。
【００３４】
　これらの高級アルコールは、１種または２種以上の組み合わせで使用することもできる
。
【００３５】
　高級アルコールの使用により、本発明の外用組成物を均一性および安定性に優れた組成
物とすることができる。高級アルコールは合成して用いること、または市販品をそのまま
用いることができる。
【００３６】
　本発明の外用組成物において、外用組成物の全量に対する（Ｃ）高級アルコールの含有
量は、好ましくは、０．０１ｗ／ｗ％以上、より好ましくは、０．０５ｗ／ｗ％以上、さ
らに好ましくは、０．１ｗ／ｗ％以上、さらにより好ましくは０．２ｗ／ｗ％以上、最も
好ましくは０．５ｗ／ｗ％以上である。外用組成物の全量に対して、（Ｃ）成分の総含有
量は、好ましくは、１０ｗ／ｗ％以下、より好ましくは、７ｗ／ｗ％以下、さらに好まし
くは、６ｗ／ｗ％以下、さらにより好ましくは５ｗ／ｗ％以下、最も好ましくは３ｗ／ｗ
％以下である。外用組成物の全量に対して、（Ｃ）成分の総含有量は、好ましくは、０．
０１ｗ／ｗ％～１０ｗ／ｗ％、より好ましくは、０．０５ｗ／ｗ％～７ｗ／ｗ％、さらに
好ましくは、０．１ｗ／ｗ％～５ｗ／ｗ％、最も好ましくは、０．５ｗ／ｗ％～３ｗ／ｗ
％である。
【００３７】
　本発明の外用組成物において、（Ａ）成分に対する（Ｃ）成分の配合量の比率は、（Ａ
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）成分の総含有量１重量部に対して、（Ｃ）成分の総含有量が０．０１～１００００重量
部が好ましく、０．０５～１４００重量部がより好ましく、０．１２～８６０重量部がさ
らに好ましく、０．２８～５００重量部が一層好ましく、１～１００重量部が最も好まし
い。
【００３８】
[（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩]
　本発明において、（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩は
、Ｌ－アルギニンまたはＤ－アルギニン、またはそれらの誘導体、またはＬ－アルギニン
またはＤ－アルギニンの塩、Ｌ－アルギニンまたはＤ－アルギニンの誘導体の塩をいい、
これらのうちのいずれでもよい。
【００３９】
　前記誘導体としては、限定はされないが、アルギニン中の水素原子が、アルキル基、ア
ルケニル基、アリール基などで置換されたエステル誘導体；水酸基の水素原子が、アシル
基で置換されたエステル誘導体や、アルキル基、アルケニル基、アリール基などで置換さ
れたエーテル誘導体；アミノ基の水素原子が、アシル基で置換されたアミド誘導体や、ア
ルキル基、アルケニル基、アリール基などで置換されたアミン誘導体；等が挙げられる。
【００４０】
　前記塩としては、薬学的又は生理学的に許容される塩であればよく、例えば、ナトリウ
ム、カリウムのようなアルカリ金属塩；マグネシウム、カルシウムのようなアルカリ土類
金属塩；亜鉛塩；アンモニウム塩；硫酸塩；モノエタノールアミンのようなアルカノール
アミン塩等を挙げることができる。
【００４１】
　本発明においては、限定はされないが、特に好ましくは、Ｌ－アルギニン、またはその
誘導体、またはその塩がそのまま用いられる。
【００４２】
　アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩の使用により、他の成分と
相俟って、特に、成分の安定性や保湿効果に優れた組成物とすることができる。
【００４３】
　また、これらは、合成することもでき、市販品をそのまま使用することもできる。
【００４４】
　本発明の外用組成物において、外用組成物の全量に対する（Ｄ）アルギニン、アルギニ
ン誘導体、および／またはそれらの塩の含有量は、好ましくは、０．００５ｗ／ｗ％以上
、より好ましくは、０．０５ｗ／ｗ％以上、さらに好ましくは、０．１ｗ／ｗ％以上、よ
り好ましくは０．１５ｗ／ｗ％以上、最も好ましくは０．５ｗ／ｗ％以上である。外用組
成物の全量に対して、（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩
の総含有量は、好ましくは、４ｗ／ｗ％以下、より好ましくは、３．５ｗ／ｗ％以下、さ
らに好ましくは、３ｗ／ｗ％以下、より好ましくは２．５ｗ／ｗ％以下、最も好ましくは
１．５ｗ／ｗ％以下である。外用組成物の全量に対して、（Ｄ）アルギニン、アルギニン
誘導体、および／またはそれらの塩の総含有量は、好ましくは、０．００５ｗ／ｗ％～４
ｗ／ｗ％、より好ましくは、０．０５ｗ／ｗ％～３ｗ／ｗ％、さらに好ましくは、０．１
５ｗ／ｗ％～２．５ｗ／ｗ％、最も好ましくは、０．５ｗ／ｗ％～１．５ｗ／ｗ％である
。
【００４５】
　本発明の外用組成物において、（Ａ）成分に対する（Ｄ）成分の配合量の比率は、（Ａ
）成分の総含有量１重量部に対して、（Ｄ）成分の総含有量が０．００５～４０００重量
部が好ましく、０．０５～７００重量部がより好ましく、０．１２～４３０重量部がさら
に好ましく、０．２１～２５０重量部が一層好ましく、１～１００重量部が最も好ましい
。
【００４６】
（Ｂ）成分に対する（Ｄ）成分の配合量の比率は、（Ｂ）成分の総含有量１重量部に対し
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て、（Ｄ）成分の総含有量が０．０００６～４００重量部が好ましく、０．００７～３５
重量部がより好ましく、０．０２～１５重量部がさらに好ましく、０．０４～８．４重量
部が一層好ましく、０．２～３重量部が最も好ましい。（Ｂ）Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸
に対する（Ｄ）アルギニン、アルギニン誘導体、および／またはそれらの塩の配合比率が
この範囲内である場合には、外用組成物が分離せず、乳化の状態も特に良好となる。
【００４７】
　本発明の外用組成物は、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分、および（Ｄ）成分を含
有することにより、良好な使用感、高い安定性、および保湿効果を有する。ここで、良好
な使用感とは、主には皮膚や毛髪への適用に際して、好ましくは塗り伸ばしやすくきしみ
が少ないことを言う。あるいは、場合によりべたつきなどが少ないことなども含まれても
良い。高い安定性とは、例えば、少なくとも外用組成物の調製直後の６０分以内に、均一
性を保つことをいう。保湿効果を有するとは、皮膚の水分を保持する、又は皮膚からの水
分蒸発を防ぐ又は低減する、あるいは、皮膚に適用した水分の蒸散を防ぐなどをいう。
【００４８】
　また、限定はされないが、本発明の外用組成物において、（Ｂ）成分と（Ｃ）成分の炭
素数が一致していることは好ましい場合がある。例えば、（Ｂ）成分として、Ｃ１６のパ
ルミチン酸が含まれる場合には、（Ｃ）成分としてＣ１６のセタノ―ルが含まれることが
好ましく、同様に、（Ｂ）成分として、Ｃ１８のステアリン酸が含有されている場合、（
Ｃ）高級アルコールとして、Ｃ１８のステアリルアルコールが含まれていることが好まし
い。これらの炭素数が一致することによって、本発明の外用組成物の安定性がより高くな
る。
【００４９】
　本発明の外用組成物は、本発明の効果を妨げない限り、上記（Ａ）～（Ｄ）成分の他に
、種々の薬理活性成分や生理活性成分を組み合わせて適当量含有してもよい。
【００５０】
　例えば、本発明の外用組成物には、清涼感の向上やべたつきなどの使用感の改善のため
に、テルペン類を配合することができる。テルペン類は、皮膚外用剤において通常用いら
れるテルペンであれば特に制限されないが、例えば、カンフル、メントール、ボルネオー
ル、オイゲノール、シネオール、チモール、ビサボロール、α－ピネン、又はリモネンな
どのモノテルペン、ファルネソール、ネロリドール等のセスキテルペン、フィトール、セ
ンブレン等のジテルペンが挙げられる。好ましくはモノテルペンであり、より好ましくは
メントール、カンフルである。これらのテルペン類は、天然品、合成品のいずれも利用す
ることができ、ｄ体、ｌ体又はｄｌ体のいずれでもよい。これらのテルペン類は、テルペ
ン類を含有する精油として皮膚外用剤に使用することもでき、例えば、ユーカリ油、ハッ
カ油、チョウジ油、ケイヒ油、ペパーミント油、ミント油、ティーツリー油、カモミール
油、ローズマリー油、レモン油、オレンジ油、タイム油、セージ油、クローブ油等が挙げ
られる。好ましくはユーカリ油、ハッカ油又はティーツリー油であり、より好ましくはユ
ーカリ油又はハッカ油等として、皮膚外用剤に使用してもよい。これらのテルペン類は１
種又は２種以上組合わせて用いることもできる。
【００５１】
  テルペン類の含有量は、特に限定されることなく適宜選択することができるが、使用感
や刺激の程度を勘案して、外用組成物全量に対して通常０．００１～１０ｗ／ｗ％が好ま
しく、さらに好ましくは０．００１～８ｗ／ｗ％、特に好ましくは０．０１～８ｗ／ｗ％
、最も好ましくは０．０１～５ｗ／ｗ％の範囲で用いることができる。
【００５２】
  本発明の外用組成物には、この他にも、医薬品、医薬部外品又は化粧品の分野において
通常使用され得る有効成分を１種又は２種以上組み合わせて配合することができる。これ
らの各成分としては、皮膚外用剤または毛髪用外用剤に用いられる薬効成分などが例示さ
れ、特に制限されず、例えば、抗酸化剤、美白有効成分、抗炎症成分、局所麻酔成分、鎮
痒成分、消炎鎮痛成分、抗シワ・老化防止剤、角質柔軟成分、細胞賦活化成分、ビタミン
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類、保湿成分、ＤＮＡ損傷の予防および／または終副作用を有する成分、抗菌成分、収斂
成分などが挙げられる。これらの成分は１種又は２種以上を組み合わせて配合することが
できる。また、これらの成分の配合量は、適宜選択使用することができる。具体的には、
外用剤全体に対して、通常０．０００１～１０ｗ／ｗ％、好ましくは０．０００５～５ｗ
／ｗ％、特に好ましくは０．００１～３ｗ／ｗ％を任意に使用することができる。
【００５３】
　抗酸化剤：例えば、
（ａ）トコフェロール類およびその誘導体またはそれらの塩（たとえば、α－トコフェロ
ール、δ－トコフェロール、酢酸－α－トコフェロール、トコトリエノール）、ピロロキ
ノリンキノンおよびその誘導体またはそれらの塩、ユビキノン類およびその誘導体または
それらの塩、レチノール類およびその誘導体またはそれらの塩、パントテン酸およびその
誘導体またはその塩、エリソルビン酸またはそれらの塩、などのビタミン系抗酸化剤；
（ｂ）チオタウリン、システイン、ホモシステイン、アセチルシステイン、メチオニン、
チオグリセロール、亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウムピ
ロ亜硫酸ナトリウム、チオレドキシン、ジチオスレイトール、αリポ酸、エルゴチオネイ
ン、グルタチオン、グルタチオンペルオキシダーゼ、グルタチオン－Ｓ－トランスフェラ
ーゼ、などの含硫系抗酸化剤；
（ｃ）ジブチルヒドロキシトルエン、ジブチルヒドロキシアニソール、マロン酸ビスエチ
ルヘキシルヒドロキシジメトキシベンジル、マロン酸ジエチルヘキシルシリンギリデン、
没食子酸およびその誘導体もしくはそれらの塩、クロロゲン酸およびその誘導体またはそ
れらの塩、などのフェノール系抗酸化剤；
（ｄ）植物（たとえば、ブドウ、オタネニンジン、コンフリーなど）に由来する成分（た
とえば、ブドウ種子エキス、ブドウ葉エキス、オタネニンジンエキス、コンフリー葉エキ
スなど）；プロアントシアニジン、へスペリジン、グルコシルヘスペリジン、フラボノイ
ド、などのポリフェノール系抗酸化剤など。
【００５４】
　美白有効成分：たとえば、
（ａ）ハイドロキノンおよびその誘導体またはそれらの塩（たとえばα－アルブチン、β
－アルブチン）；コウジ酸；エラグ酸；フィチン酸；ルシノール；アスコルビン酸および
その誘導体またはそれらの塩（たとえば、アスコルビン酸リン酸エステルナトリウム、ア
スコルビン酸リン酸エステルマグネシウム、テトライソパルミチン酸アスコルビル（テト
ラ２－ヘキシルデカン酸アスコルビル）、２－Ｏ－エチルアスコルビン酸、３－Ｏ－エチ
ルアスコルビン酸、アスコルビン酸グルコシドなど）、４－メトキシサリチル酸カリウム
塩、トラネキサム酸およびその誘導体またはそれらの塩などのようなチロシナーゼ阻害剤
；
（ｂ）カモミラＥＴのようなエンドセリン－１受容体阻害剤；
（ｃ）遊離リノール酸のようなチロシナーゼタンパク質分解促進剤；
（ｄ）アデノシン１リン酸２ナトリウム塩のようなメラニン排出促進剤；
（ｅ）ナイアシンアミドのようなメラニン輸送阻害剤；
（ｆ）その他、美白作用を有する植物成分（たとえば、植物エキスや精油）など。
【００５５】
　抗炎症成分：たとえば、植物（たとえば、コンフリー葉エキスなど）に由来する成分；
アラントイン、カラミン、グリチルリチン酸およびその誘導体またはそれらの塩（グリチ
ルリチン酸ジカリウム、グリチルリチン酸ナトリウムなど）、グリチルレチン酸およびそ
の誘導体またはそれらの塩（グリチルレチン酸ステアリル、１８α‐ヒドロキシグリチル
レチン酸など）、酸化亜鉛、グアイアズレン、塩酸ピリドキシン、メントール、カンフル
、テレピン油、インドメタシン、サリチル酸およびその誘導体、イプシロンアミノカプロ
ン酸など。
【００５６】
  局所麻酔成分：リドカイン；塩酸リドカイン；ジブカイン；塩酸ジブカイン；アミノ安



(11) JP 2017-200904 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

息香酸エチル；ユーカリ油；オイゲノール；カンフル；メントール；ハッカ油；クロロブ
タノールなど。
【００５７】
  鎮痒成分：クロタミトン；クロルフェニラミン；マレイン酸クロルフェニラミン；ジフ
ェンヒドラミン；塩酸ジフェンヒドラミン；サリチル酸ジフェンヒドラミン；サリチル酸
；ノニル酸ワニリルアミド；メキタジン；カンフル；チモール；オイゲノール；ポリオキ
シエチレンラウリルエーテル；コンフリーエキス；シソエキスなど。
【００５８】
  消炎鎮痛成分：インドメタシン；フェルビナク；サリチル酸メチル、サリチル酸グリコ
ール等のサリチル酸類；アラントイン又はその誘導体；イブプロフェン；イブプロフェン
ピコノール；ブフェキサマク；フルフェナム酸ブチル；ベンダザック；ピロキシカム；ケ
トプロフェンなど。
【００５９】
　抗シワ、老化防止成分：加水分解大豆タンパク、レチノイド（レチノールおよびその誘
導体、レチノイン酸、レチナールなど）、パンガミン酸、カイネチン、ウルソール酸、ウ
コンエキス、スフィンゴシン誘導体、ケイ素、ケイ酸、Ｎ－メチル－Ｌ－セリン、メバロ
ノラクトンなど。
【００６０】
　角質柔軟成分：ラノリン、尿素、αヒドロキシ酸（フィチン酸、乳酸、乳酸塩、グリコ
ール酸、サリチル酸、リンゴ酸など）、クエン酸など。
【００６１】
　細胞賦活化成分：植物（たとえば、ビルベリー）に由来する成分；γ－アミノ酪酸、ε
－アミノプロン酸などのアミノ酸類；グリコール酸、乳酸などのα－ヒドロキシ酸類；タ
ンニン、フラボノイド、サポニン、アラントイン、感光素３０１号など。
【００６２】
　ビタミン類：レチノール、酢酸レチノール、パルミチン酸レチノールなどのレチノール
誘導体、レチナール、レチノイン酸、レチノイン酸メチル、レチノイン酸エチル、レチノ
イン酸レチノール、ｄ－δ－トコフェリルレチノエート、α－トコフェリルレチノエート
、β－トコフェリルレチノエートなどのビタミンＡ類；β－カロチン、α－カロチン、γ
－カロチン、δ－カロチン、リコピン、ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、エキネノ
ンなどのプロビタミンＡ類；δ－トコフェロール、α－トコフェロール、β－トコフェロ
ール、コハク酸ｄｌ－α－トコフェロール、コハク酸ｄｌ－α－トコフェロールカルシウ
ム、δ－トコフェロール、ニコチン酸トコフェロールなどのビタミンＥ類；リボフラビン
、フラビンモノヌクレオチド、フラビンアデニンジヌクレオチド、リボフラビン酪酸エス
テル、リボフラビンテトラ酪酸エステル、リボフラビン５’－リン酸エステルナトリウム
、リボフラビンテトラニコチン酸エステルなどのビタミンＢ２類；ニコチン酸メチル、ニ
コチン酸、ニコチン酸アミドなどのニコチン酸類；ステアリン酸アスコルビル、ジパルミ
チン酸Ｌ－アスコルビル、テトライソパルミチン酸アスコルビル（テトラ２－ヘキシルデ
カン酸アスコルビル）、などのビタミンＣ類；メチルヘスペリジン、エルゴカルシフェロ
ール、コレカルシフェロールなどのビタミンＤ類；フィロキノン、ファルノキノンなどの
ビタミンＫ類；ジベンゾイルチアミン、ジベンゾイルチアミン塩酸塩、チアミン塩酸塩、
チアミンセチル塩酸塩、チアミンチオシアン酸塩、チアミンラウリル塩酸塩、チアミン硝
酸塩、チアミンモノリン酸塩、チアミンリジン塩、チアミントリリン酸塩、チアミンモノ
リン酸エステルリン酸塩、チアミンモノリン酸エステル、チアミンジリン酸エステル、チ
アミンジリン酸エステル塩酸塩、チアミントリリン酸エステル、チアミントリリン酸エス
テルモノリン酸塩などのビタミンＢ１類；塩酸ピリドキシン、酢酸ピリドキシン、塩酸ピ
リドキサール、５’－リン酸ピリドキサール、塩酸ピリドキサミンなどのビタミンＢ６類
、シアノコバラミン、ヒドロキソコバラミン、デオキシアデノシルコバラミンなどのビタ
ミンＢ１２類；葉酸、プテロイルグルタミン酸などの葉酸類；パントテン酸、パントテン
酸カルシウム、パントテニルアルコール（パンテノール）、Ｄ－パントテイン、Ｄ－パン
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テチン、補酵素Ａ、パントテニルエチルエーテルなどのパントテン酸類；ビオチン、ビオ
シチンなどのビオチン類；そのほか、カルニチン、フェルラ酸、α－リポ酸、オロット酸
、γ－オリザノールなどのビタミン様作用因子など。
【００６３】
　保湿成分：植物（たとえば、チガヤ）に由来する成分；アラニン、セリン、ロイシン、
イソロイシン、スレオニン、グリシン、プロリン、ヒドロキシプロリン、グルコサミン、
テアニンのようなアミノ酸およびその誘導体；コラーゲン、水溶性コラーゲン、ゼラチン
、エラスチンのようなタンパク質やペプチド、その加水分解物；グリセリン、１，３－ブ
チレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリンなど
の多価アルコール；ソルビトール、キシリトールのような糖アルコール；レシチン、水素
添加レシチンのようなリン脂質；乳酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、尿素のような
ＮＭＦ由来成分；ポリグルタミン酸；ＭＰＣポリマー（たとえば、ＬＩＰＩＤＵＲＥ（商
標）など）などのリン脂質極性基を有する高分子；ポリオキシプロピレンメチルグルコシ
ド；ＰＰＧ－１０メチルグルコース（たとえば、マクビオブライド　ＭＧ（商標）シリー
ズ（日油株式会社製）等）、ＰＥＧ／ＰＰＧ／ポリブチレングリコール－８／５／３グリ
セリン（たとえば、ウィルブライド（商標）Ｓ－７５３（日油株式会社製））；トリメチ
ルグリシン（ベタイン）；ヒドロキシエチルウレア；アクリル酸・アクリルアミド・塩化
ジメチルジアリルアンモニウム共重合体；ワセリン、スクワランなど。
【００６４】
　このうち、保湿機能かつしっとりとした使用感を与えるには、グリセリン、１，３－ブ
チレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリンなど
の多価アルコールが好ましく、特に好ましいのはグリセリンである。
【００６５】
限定はされないが、外用組成物の全量に対する多価アルコールの含有量は、しっとり感と
保湿性のバランスの観点から、０．０１ｗ／ｗ％以上２０ｗ／ｗ％以下が好ましく、０．
５ｗ／ｗ％以上１０ｗ／ｗ％以下がより好ましく、２．０ｗ／ｗ％以上８．０ｗ／ｗ％以
下がさらに好ましく、３．０ｗ／ｗ％以上５．０ｗ／ｗ％以下が特に好ましい。なお、本
発明において多価アルコール成分は、１種単独で使用しても２種以上を組み合わせて使用
してもよい。
【００６６】
　ＤＮＡの損傷の予防および／または修復作用を有する成分：動物（たとえば、アルテミ
ア）に由来する成分；植物（たとえば、キャッツクロー）に由来する成分；ＤＮＡ、ＤＮ
Ａ塩、ＲＮＡ、ＲＮＡ塩などの核酸成分など。
【００６７】
　抗菌成分：クロルヘキシジン、サリチル酸、塩化ベンザルコニウム、アクリノール、塩
化ベンゼトニウム、クレゾール、グルコン酸およびその誘導体、ポピドンヨード、ヨウ化
カリウム、ヨウ素、イソプロピルメチルフェノール、トリクロカルバン、トリクロサン、
感光素１０１号、感光素２０１号、パラベン、フェノキシエタノール、１，２－ペンタン
ジオール、塩酸アルキルジアミノグリシンなど。
【００６８】
　収斂成分：ミョウバン、クロロヒドロキシアルミニウム、塩化アルミニウム、アラント
インアルミニウム塩、硫酸亜鉛、硫酸アルミニウムカリウムなどの金属塩；タ
ンニン酸、クエン酸、乳酸、コハク酸などの有機酸など。
【００６９】
　［その他の基剤または担体］
　本発明の外用組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で、化粧品や医薬部外品に使用
される公知の基剤または担体を含むことができる。基剤または担体は、１種を単独で、ま
たは２種以上を組み合わせて使用できる。
【００７０】
　基剤または担体としては、パラフィン、流動パラフィン、スクワラン、白ロウ、ゲル化
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炭化水素（プラスチベースなど）、オゾケライト、セレシン、ワセリン、ハードファット
、マイクロクリスタリンワックス、α－オレフィンオリゴマー、軽質流動パラフィンのよ
うな炭化水素；ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘニン酸、
イソステアリン酸のような脂肪酸；トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル（トリオクタノ
イン）、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリルのようなトリ脂肪酸グリセリド；セ
タノール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコールのような高級アルコール；メチル
ポリシロキサン、ジメチルポリシロキサン（ジメチコン）、ジデカメチルシクロペンタシ
ロキサン、メチルシロキサン網状重合体、メチルハイドロジェンポリシロキサン、のよう
なシリコーン類；ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチ
ン酸イソプロピル、パルミチン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、テトラ２－エチルヘ
キサン酸ペンタエリスエリットのようなエステル類；デキストリン、マルトデキストリン
のような多糖類；エタノール、イソプロパノールのような低級アルコール；エチレングリ
コールモノエチルエーテルのようなグリコールエーテル；水などの水系基剤などをあげる
ことができる。
【００７１】
　但し、本発明の外用組成物では、低級アルコールの含有量は、刺激を少なくする等の理
由から、少ない方が好ましい。例えば、本発明の外用組成物は、好ましくは、外用組成物
の全量に対するエタノール含有量が１０ｗ／ｗ％以下、より好ましくは８ｗ／ｗ％以下、
さらに好ましくは７ｗ／ｗ％以下、さらにより好ましくは６ｗ／ｗ％以下、最も好ましく
は５ｗ／ｗ％以下であり得る。本発明の外用組成物は、外用組成物の全量に対するエタノ
ール含有量が、ゼロでもよく、０．００１ｗ／ｗ％以上であってもよく、０．０１ｗ／ｗ
％以上、あるいは０．１ｗ／ｗ％以上であってもよい。
【００７２】
　なかでも、炭化水素（特に、α－オレフィンオリゴマー、スクワラン、軽質流動パラフ
ィン、流動パラフィン）、トリ脂肪酸グリセリド（特に、トリ２－エチルヘキサン酸グリ
セリル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル）、シリコーン類に包含されるシリ
コーン油、エステル類（特に、イソノナン酸イソノニル、テトラ２－エチルヘキサン酸ペ
ンタエリスリット）、酸性ムコ多糖類以外の多糖類（特に、デキストリン、マルトデキス
トリン）、グリコールエーテル（特に、ジエチレングリコールモノエチルエーテル）、水
が好ましい。
【００７３】
　本発明の外用組成物が基剤として、シリコーン油を含むことが好ましい。シリコーン油
を含むことで、外用組成物を使用する際の泡立ちを防ぎ、皮膚に塗布する際の指が止まる
感覚を防ぐことが出来る。シリコーン油として、特に好ましいのは、メチルポリシロキサ
ン、エチルトリシロキサン、メチルトリメチコン、メチルシロキサン網状重合体、ポリオ
キシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、トリエトキシシリルエチルポリジメチル
シロキシエチルヘキシルジメチコン、ジメチルポリシロキサン、トリストリメチルシロキ
シメチルシラン、カプリリルメチコン、フェニルトリメチコン、テトラキストリメチルシ
ロキシシラン、メチルフェニルポリシロキサン，メチルヘキシルポリシロキサン、メチル
ハイドロジェンポリシロキサン、ジメチルシロキサン・メチルフェニルシロキサン共重合
体等の低粘度から高粘度の直鎖又は分岐状のオルガノポリシロキサン、オクタメチルシク
ロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシ
ロキサン，テトラメチルテトラハイドロジェンシクロテトラシロキサン、テトラメチルテ
トラフェニルシクロテトラシロキサン等の環状オルガノポリシロキサン、アミノ変性オル
ガノポリシロキサン、ピロリドン変性オルガノポリシロキサン、ピロリドンカルボン酸変
性オルガノポリシロキサン、高重合度のガム状ジメチルポリシロキサン、ガム状アミノ変
性オルガノポリシロキサン、ガム状のジメチルシロキサン・メチルフェニルシロキサン共
重合体等のシリコーンゴム、及びシリコーンガムやゴムの環状オルガノポリシロキサン溶
液、トリメチルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸の環状シロキサン溶液、ステ
アロキシリコーン等の高級アルコキシ変性シリコーン、高級脂肪酸変性シリコーン、アル
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キル変性シリコーン、長鎖アルキル変性シリコーン、アミノ酸変性シリコーン、フッ素変
性シリコーン、シリコーン樹脂及びシリコーンレジンの溶解物等が挙げられる。特には、
メチルポリシロキサンもしくはジメチルポリシロキサンを用いることが好ましい。
【００７４】
　このうち、特にジメチルポリシロキサンが好ましく、限定はされないが、例えば、具体
例としては、信越化学工業製：ＫＦシリーズ（商品名）、特に、ＫＦ‐９６Ａ‐２ｃｓ、
ＫＦ‐９６Ａ‐５ｃｓ、ＫＦ‐９６Ａ‐６ｃｓ、ＫＦ‐９６Ａ‐１０ｃｓ、ＫＦ‐９６Ａ
‐２０ｃｓ、ＫＦ‐９６Ａ‐３０ｃｓ、ＫＦ‐９６Ａ‐５０ｃｓ、ＫＦ‐９６Ａ‐１００
ｃｓ、ＫＦ‐９６Ａ‐２００ｃｓなどが挙げられる。
【００７５】
　シリコーン油の２５℃における好ましい粘度としては、１～３００ｍｍ２／ｓ、より好
ましくは、２～２００ｍｍ２／ｓの範囲である。シリコーン油の２５℃における好ましい
比重は、０．８５～０．９７程度であり、より好ましくは、０．９～０．９５程度である
。シリコーン油の２５℃における好ましい屈折率は、１．３８～１．４１程度であり、よ
り好ましくは、０．９０～０．９６程度である。
【００７６】
　限定はされないが、外用組成物の全量に対するシリコーン油の含有量は、べたつきと保
湿性のバランスの観点から、０．００１ｗ／ｗ％以上２０ｗ／ｗ％以下が好ましく、０．
０１ｗ／ｗ％以上１０ｗ／ｗ％以下がより好ましく、０．１ｗ／ｗ％以上８．０ｗ／ｗ％
以下がさらに好ましく、１．０ｗ／ｗ％以上５．０ｗ／ｗ％以下が特に好ましい。なお、
本発明においてシリコーン油成分は、１種単独で使用しても２種以上を組み合わせて使用
してもよい。
【００７７】
　本発明の外用組成物が基剤の水を含む場合、限定はされないが、外用組成物の全量に対
する水の含有量は、好ましくは３０ｗ／ｗ％以上、より好ましくは４０ｗ／ｗ％以上、さ
らに好ましくは、５０ｗ／ｗ％以上、さらにより好ましくは５３ｗ／ｗ％以上、より好ま
しくは５５ｗ／ｗ％以上、最も好ましくは６０ｗ／ｗ％以上である。本発明の外用組成物
の全量に対する水の含有量は、９９ｗ／ｗ％以下であってもよく、９５ｗ／ｗ％以下、ま
たは９０ｗ／ｗ％以下であってもよい。本発明の外用組成物は、最も好ましくは５５ｗ／
ｗ％以上９９ｗ／ｗ％以下の水を含有するＯ／Ｗ乳化組成物である。
【００７８】
　［添加剤］
　本発明の外用組成物には、本発明の効果を損なわない範囲で、化粧品や医薬部外品に添
加される公知の添加剤、たとえば、界面活性剤、保存剤、ｐＨ調整剤、キレート剤、安定
化剤、刺激軽減剤、防腐剤、着色剤などを添加することができる。添加剤は、１種を単独
で、または２種以上を組み合わせて使用できる。
【００７９】
　界面活性剤としては、たとえば、ジステアリン酸ソルビタン、ソルビタンモノイソステ
アレート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノス
テアレート、ペンタ－２－エチルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン、テトラ－２－エ
チルヘキシル酸ジグリセロールソルビタンのようなソルビタン脂肪酸エステル類；モノス
テアリン酸グリセリル、モノステアリン酸グリセリンリンゴ酸のようなグリセリン脂肪酸
類；モノステアリン酸ポリグリセリル、モノイソステアリン酸ポリグリセリル、ジイソス
テアリン酸ポリグリセリルのようなポリグリセリン脂肪酸類；モノステアリン酸プロピレ
ングリコールのようなプロピレングリコール脂肪酸エステル類；ポリオキシエチレン硬化
ヒマシ油４０（ＨＣＯ－４０）、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５０（ＨＣＯ－５０）
、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０（ＨＣＯ－６０）、ポリオキシエチレン硬化ヒマ
シ油８０などの硬化ヒマシ油誘導体；モノラウリル酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビ
タン（ポリソルベート２０）、モノステアリン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン
（ポリソルベート６０）、モノオレイン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン（ポリ
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ソルベート８０）、イソステアリン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタンのようなポ
リオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類；ポリオキシエチレンモノヤシ油脂肪酸グ
リセリル；グリセリンアルキルエーテル；アルキルグルコシド；ポリオキシエチレンセチ
ルエーテルのようなポリオキシアルキレンアルキルエーテル；ステアリルアミン、オレイ
ルアミンのようなアミン類；ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、ラウ
リルＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキ
シエチルジメチコンのようなシリコーン系界面活性剤などをあげることができる。
【００８０】
　なかでも、グリセリン脂肪酸類（特に、モノステアリン酸グリセリル、ベヘン酸グリセ
リル）、ポリグリセリン脂肪酸類（特に、モノステアリン酸ポリグリセリル）、硬化ヒマ
シ油誘導体（特に、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５０（ＨＣＯ－５０）、ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油６０（ＨＣＯ－６０））、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ
ステル類（特に、イソステアリン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン、モノステア
リン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン（ポリソルベート６０））、ポリオキシア
ルキレンアルキルエーテル（特に、ポリオキシエチレンセチルエーテル）、シリコーン系
界面活性剤（特に、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、ラウリルＰＥ
Ｇ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチル
ジメチコン）が好ましい。
【００８１】
　本発明の外用組成物は、界面活性剤を一切含まない組成物とすることも可能である。あ
るいは本発明の外用組成物の全量に対する界面活性剤の量を、好ましくは、２ｗ／ｗ％以
下、より好ましくは１ｗ／ｗ％以下、さらにより好ましくは０．１ｗ／ｗ％以下とするこ
ともできる。本発明の外用組成物の全量に対する界面活性剤の量は、０．０００１ｗ／ｗ
％以上、０．００１ｗ／ｗ％以上とすることもできる。特に、化粧水などの用途によって
は、例えば使用感の理由から、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油のような界面活性剤が含
まれない組成物が好ましい場合がある。
【００８２】
　保存剤、防腐剤としては、安息香酸、安息香酸ナトリウム、デヒドロ酢酸、デヒドロ酢
酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラ
オキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラ
オキシ安息香酸ベンジル、パラオキシ安息香酸メチル、フェノキシエタノールなどをあげ
ることができる。なかでも、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、
フェノキシエタノールが好ましい。
【００８３】
　ｐＨ調整剤としては、無機酸（塩酸、硫酸、リン酸、ポリリン酸、ホウ酸など）、有機
酸（乳酸、酢酸、クエン酸、クエン酸ナトリウム、酒石酸、リンゴ酸、コハク酸、コハク
酸ナトリウム、シュウ酸、グルコン酸、フマル酸、プロピオン酸、酢酸、アスパラギン酸
、ε－アミノカプロン酸、グルタミン酸、アミノエチルスルホン酸など）、グルコノラク
トン、酢酸アンモニウム、無機塩基（炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリ
ウム、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウムなど）、有機塩基（モ
ノエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソプロ
パノールアミン、リジンなど）などをあげることができる。なかでも、コハク酸、コハク
酸ナトリウム、クエン酸、クエン酸ナトリウム、トリエタノールアミン、水酸化カリウム
、水酸化ナトリウムが好ましい。
【００８４】
　キレート剤としては、エチレンジアミン４酢酸（エデト酸）、エチレンジアミン４酢酸
塩（ナトリウム塩（エデト酸ナトリウム：日本薬局方、ＥＤＴＡ－２Ｎａなど）、カリウ
ム塩など）、フィチン酸、グルコン酸、ポリリン酸、メタリン酸などをあげることができ
る。なかでも、エデト酸ナトリウムが好ましい。
【００８５】
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　安定化剤としては、ブチルヒドロキシアニソールなどをあげることができる。
【００８６】
　刺激低減剤としては、甘草エキス、アルギン酸ナトリウム、２－メタクリロイルオキシ
エチルホスホリルコリンなどをあげることができる。
【００８７】
　着色剤としては、無機顔料、天然色素などをあげることができる。
【００８８】
　[製造方法]
　本発明の外用組成物は、例えば、油相成分（脂肪酸および高級アルコール）と水相成分
（脂肪酸および高級アルコール以外の成分）をそれぞれ秤量し、例えば５０℃以上、好ま
しくは、７０～８０℃に加熱し、その後、油相成分に水相成分を徐々に添加して乳化を行
い、撹拌し調製し均一な組成物を調製することができる。
【００８９】
  [粘度]
　本発明の外用組成物は、特に毛髪や皮膚に適用するために用いられる外用組成物の使用
の際に望まれる適度な粘性を備えた組成物として調製することができる。本発明の外用組
成物の粘度は、特に限定はされないが、例えば、Ｂ型粘度計を用いて２５℃で測定した場
合の粘度が通常１００～３００，０００ｍＰａ・ｓ程度、好ましくは１００～１００，０
００ｍＰａ・ｓ程度、より好ましくは２００～５０，０００ｍＰａ・ｓ程度、最も好まし
くは、２００～２０，０００ｍＰａ・ｓ程度である。用途によって、１００～５，０００
ｍＰａ・ｓ程度とすることもできる。本発明の外用組成物は、例えば、２０,０００ｍＰ
ａ・ｓ以下の低粘度であっても、優れた水分蒸散防止作用を有し、高い保湿効果を保持す
ることができる。
【００９０】
　[ｐＨ]
  本発明の外用組成物は、通常ｐＨ２～１１の液性を備えていればよいが、皮膚や粘膜に
対する低刺激性及び使用感触のよさという観点から、好ましくはｐＨ３～１０、より好ま
しくはｐＨ４～９、特に好ましくはｐＨ５～８である。
【００９１】
　[用途]
  本発明の外用組成物は、使用感のよい保湿効果が良好な医薬品、医薬部外品又は化粧品
として用いることができるため、保湿効果が期待されるあらゆる皮膚外用剤または毛髪外
用剤に用いられる。本発明の外用組成物は、顔や顔の周辺や毛髪に適用することができる
ため、特に化粧料や毛髪剤に適している。
【００９２】
  本発明の外用組成物の用途としては、保湿効果が高いため、例えば、皮膚や毛髪の乾燥
に起因する症状の治療、予防又は改善用途、うるおいの付与、濃厚な密閉力の発揮、保水
力の付与、角質柔軟性の付与、うるおいの長時間保持能発揮、肌へのはりの付与などが挙
げられる。皮膚の乾燥に起因する症状の具体例としては、皮膚表面の落屑、粉ふき、けば
だち、かさつき、ひび、あかぎれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶし等の角化、顔の小じわ
、ほうれい線、皮膚柔軟性の低下、手指のあれ、痒み、乾燥肌（ドライスキン）、敏感肌
、皮膚のかぶれ、紅斑、アトピー肌、肌荒れ等がある。毛髪の乾燥に起因する症状の具体
例としては、乾燥、パサツキ、枝毛、切れ毛などがある。
【００９３】
　［製剤形態］
　また、本発明における外用組成物は、各成分を常法に従って、たとえば、混合撹拌する
ことにより調製できる。
【００９４】
　本発明における外用組成物は、薬剤の形態は特に限定されず、化粧品または医薬部外品
の形態として公知の形態を採ることができる。このような公知の形態の中でも、たとえば
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ション剤、エアゾール剤、パウダー剤、パップ剤、不織布などのシートに薬液を含浸させ
たシート剤、リップスティックのようなスティック剤、スプレー剤などをあげることがで
きる。なかでも、使用感が良い点で、液剤、懸濁剤、乳剤、クリーム剤、ゲル剤、ローシ
ョン剤、スプレー剤が好ましく、液剤やスプレー剤がより好ましい。本発明の外用組成物
は、水溶液、水系懸濁液、水系乳液、水性ジェル、水系ローションの製剤形態が好適であ
る。また、製剤に応じて水中油型（Ｏ／Ｗ）、油中水型（Ｗ／Ｏ）など、使用目的や所望
の使用感に応じて、適宜選択できるが、特には、水中油型（Ｏ／Ｗ）の組成物であること
が好ましい。
【００９５】
　本発明の外用組成物は、皮膚用の乳液、クリーム、化粧水、ボディローション、ボディ
ークリームのような基礎化粧品の形態で用いられ得る。あるいは、本発明の外用組成物は
、毛髪用のヘアリンス、ヘアートリートメント、ヘアコンディショナー、ヘアジェル、ヘ
アムース、ヘアミスト、ヘアローション、ヘアオイル、スタイリング剤などに用いること
もできる。
【００９６】
　本発明の外用組成物は、酸化チタンを含む、例えばファンデーションの形態で提供され
得るが、好ましくは酸化チタンを含まない形態で提供される。
【実施例】
【００９７】
　次に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定される
ものではない。
　なお、表２～表５、および表８における各成分量の単位は、ｗ／ｗ％である。
【００９８】
　表２～５に示す組成の外用組成物を常法に従って調製した。具体的には、油相成分（脂
肪酸および高級アルコール）と水相成分（脂肪酸および高級アルコール以外の成分）をそ
れぞれ秤量し、７０℃に加熱した。その後、油相成分に水相成分を徐々に添加して乳化を
行い、３連式乳化試験機（日光ケミカルズ）で撹拌し調製し均一な組成物を調製した。
【００９９】
［安定性の評価］
　表２～表５の組成に従い、調製した実施例１～８および比較例１～７の各外用組成物を
５０ｍＬ容量のヘッドスペースバイアルに５０ｇずつ分注し、密閉し、製造直後の安定性
を観察した。ここで、製造直後とは、調製より６０分以内の状態をいう。さらに、表２～
３に示す外用組成物について、表１に示すポイントのそれぞれの条件で保存した。
【０１００】
　製造直後の安定性
＜評価基準＞
    ５点：全く分離しなかった
　　４点：ほとんど分離しなかった
　　３点：やや分離した
　　２点：明らかに分離した
    １点：完全に分離した
【０１０１】
長期保存の安定性
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【表１】

【０１０２】
＜評価基準＞
◎：表１に示すすべての保存条件で、分離も析出もしなかった。
×：６０℃１週間経過した時点で分離・析出していた。
【０１０３】
　保存前と保存後のサンプル中の状態を目視して、組成物の状態を観察した。
　結果をそれぞれ表２～表３中に示す。
【０１０４】
[使用感試験]
　健常者の手に、実施例１～４、実施例６～８、又は比較例１～４の外用組成物を塗布し
、「塗り伸ばしやすさ」「きしみ」の使用感を、それぞれ塗布中、塗布後の渇き際に観察
し、結果を下記の評価基準に従い５段階で評点した。評点の合計及び評価の結果を表２～
表３および表５に示す。
【０１０５】
　塗布中の評価を以下のようにして行った。
＜評価基準＞
  「使用感」
    ５点：とても塗り伸ばしやすい
　　４点：塗り伸ばしやすい
　　３点：やや塗り伸ばしやすい
　　２点：やや塗り伸ばしにくい
    １点：塗り伸ばしにくい
【０１０６】
　同様にして、塗布後の渇き際の評価を以下のようにして行った。
＜評価基準＞
  「使用感」
    ５点：きしみがない
　　４点：きしみが少ない
　　３点：ややきしみが少ない
　　２点：ややきしむ
    １点：きしむ
【０１０７】
　なお、表中の使用感の点数は、塗布中と塗布後の評価点の平均値である。
【０１０８】
[刺激試験]
　健常者の手に、実施例１、３、および４～６の外用組成物を塗布し、刺激感を、塗布２
分後に観察し、結果を下記の評価基準に従い５段階で評点した。評点の合計及び評価の結
果を表３および表５に示す。
【０１０９】
［粘度、ｐＨ測定］
　製造直後の外用組成物を、２５℃で１時間恒温化したのち、粘度とｐＨ測定を行った。
粘度はＶＩＳＣＯＭＥＴＥＲ　ＴＶ－１０Ｍ（東洋産業）を用いて、測定条件としてはＳ
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ＴＯＰ　ＴＩＭＥは６０秒で測定を行った。ＲＯＴＯＲ　ＮＯとＳＰＥＥＤについては表
２に記載した。ｐＨはｐＨ　ＭＥＴＥＲ　Ｆ－５２（ＨＯＲＩＢＡ）を用いて測定を行っ
た。
【０１１０】
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【表２】

【０１１１】
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【表３】

　表に示すように、実施例は、良好な結果を示していた。
【０１１２】
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【表４】

【０１１３】
　同様に、表５に示す実施例６～８の組成物を調製して、評価を行った。但し、長期保存
に関しては、６０℃１週間の状態で、分離析出がないものを〇とした。
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【表５】

【０１１４】
[水分蒸散量測定]
　実施例１の外用組成物、乳液（ロート製薬株式会社製）、クリーム（ロート製薬株式会
社製）を２８．６ｍｍサイズのセルロース膜（日本メデカルサイエンス社製）にそれぞれ
均一に７０ｍｇずつ塗布した。ここで、乳液は、ヒアルロン酸ナトリウムおよび高級アル
コールを含むが、アルギニンやその塩またはその誘導体を含まず、Ｃ１０～Ｃ２４飽和脂
肪酸を含まないものである。ここで、クリームは、高級アルコールを含むが、酸性ムコ多
糖、アルギニンやその塩またはその誘導体、およびＣ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸を含まない
ものである。アルギニン誘導体塗布処理したセルロース膜を１０ｍｌの水を入れた透明バ
イアル（３０ｍｌ容量）の口に取り付け、３０℃７５％ＲＨ、２４時間放置した。２４時
間経過後に、バイアル中の水分量を測定することによって、水分蒸散量を検出した。その
結果を、表６に、無塗布の場合の水分蒸散量を１００％とした割合で示す。それぞれの値
は以下の式に従って算出した。
(式１)　水分蒸散量の相対比（％）＝(各化粧料塗布時の水分蒸散量／無塗布時の水分蒸
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散量)×１００
【０１１５】
　すべての品目について、サンプル数Ｎ＝３の平均である。
【表６】

【０１１６】
　次に、実施例４～６の外用組成物、乳液（ロート製薬株式会社製）、クリーム（ロート
製薬株式会社製）を２８．６ｍｍサイズのセルロース膜（日本メデカルサイエンス社製）
にそれぞれ均一に７０ｍｇずつ塗布した。ここで、乳液は、ヒアルロン酸ナトリウムおよ
び高級アルコールを含むが、アルギニンやその塩またはその誘導体を含まず、Ｃ１０～Ｃ

２４飽和脂肪酸を含まないものである。ここで、クリームは、高級アルコールを含むが、
酸性ムコ多糖、アルギニンやその塩またはその誘導体、およびＣ１０～Ｃ２４飽和脂肪酸
を含まないものである。アルギニン誘導体塗布処理したセルロース膜を１０ｍｌの水を入
れた透明バイアル（３０ｍｌ容量）の口に取り付け、３０℃７５％ＲＨ、１８時間放置し
た。１８時間経過後に、バイアル中の水分量を測定することによって、水分蒸散量を検出
した。その結果を、表７に、無塗布の場合の水分蒸散量を１００％とした割合で示す。計
算式は、式１と同じである。すべての品目について、サンプル数Ｎ＝３の平均である。
【０１１７】

【表７】

【０１１８】
　その結果、本発明の外用組成物は、乳液と比較しても、粘度の高い一般的なクリームと
比較しても、顕著な閉塞効果を有していることが分かった。
【０１１９】
[処方例]
　下記表８に処方例を示す。処方例１～６は、いずれもＯ/Ｗ型乳化液剤の外用組成物で
ある。処方例中の含有量はいずれもｗ／ｗ％である。
【０１２０】
（表８）
処方例１（化粧水）
アラントイン　０．２
トラネキサム酸 ２
サリチル酸 ０．０５
１，３-ブチレングリコール　５
ジプロピレングリコール ２
パルミチン酸　１．５
アルギニン　０．５
ヒアルロン酸ナトリウム ０．０５
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セタノール　２．５
イノシトール ０．１
無水エタノール　７
加水分解ヒアルロン酸 ０．０５
ジメチルポリシロキサン ５
コハク酸ジエトキシエチル　０．５
アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム ０．０１
ポリエチレングリコール1540　１
精製水 残量
合計 １００ｗ／ｗ％
【０１２１】
 処方例２（化粧水）
3-O-エチルアスコルビン酸 １
グリセリン ５
ジプロピレングリコール ２
ステアリン酸　１．５
アルギニン　０．５
ヒアルロン酸ナトリウム ０．１
ステアリルアルコール　２．５
トコフェロール ０．１
無水エタノール　５
メチルポリシロキサン ３
ポリオキシプロピレンメチルグルコシド　０．５
アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム ０．０１
ポリエチレングリコール1500　１
ヒドロキシエチルセルロース　０．０５
精製水 残量
合計 １００ｗ／ｗ％
【０１２２】
 処方例３（乳液）
グリチルリチン酸ジカリウム ０．１
Ｌ-アスコルビン酸 ２-グルコシド　２
ジプロピレングリコール ３
パルミチン酸　１．３
アルギニン　０．５
ヒアルロン酸ナトリウム ０．０５
セタノール　２
ステアリン酸　０．２
ステアリルアルコール　０．２
カルボキシビニルポリマー ０．２
トコフェロール ０．１
ジメチルポリシロキサン ３
トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル １
流動パラフィン　２
スクワラン １
加水分解ヒアルロン酸 ０．０５
無水エタノール　５
精製水 残量
合計 １００ｗ／ｗ％
【０１２３】
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 処方例４（乳液）
ジプロピレングリコール ５
パルミチン酸　１．３
アルギニン　０．５
アルギン酸ナトリウム ０．１
セタノール　２
ステアリン酸　０．２
ステアリルアルコール　０．２
カルボキシビニルポリマー ０．２
イソノナン酸イソノニル　１
メチルポリシロキサン ３
メドウフォーム油 １
流動パラフィン　２
スクワラン ０．５
ベヘニルアルコール　０．２
α-オレフィンオリゴマー　０．５
精製水 残量
合計 １００ｗ／ｗ％
【０１２４】
 処方例５（クリーム）
トラネキサム酸 ２
ジプロピレングリコール ４
ジグリセリン　４
パルミチン酸　１．３
塩化ナトリウム ０．０６
アルギニン　０．５
セタノール　２．５
ステアリン酸　０．２
ステアリルアルコール　０．２
カルボキシビニルポリマー ０．１
フィトステロール ０．１
ジメチルポリシロキサン １
ワセリン　４
トリ（カプリル・カプリン・ミリスチン・ステアリンサン）グリセリド　１
コラーゲン・トリぺプチドF　０．１
キサンタンガム ０．１
プルラン　０．５
精製水 残量
合計 １００ｗ／ｗ％
【０１２５】
 処方例６（クリーム）
イプシロンーアミノカプロン酸　０．１
イソプロピルメチルフェノール ０．１
ジプロピレングリコール ５
グリセリン ２
パルミチン酸　１．３
ヒアルロン酸ナトリウム ０．０５
アルギニン　０．５
セタノール　２．５
ステアリン酸　０．２
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ステアリルアルコール　０．２
カルボキシビニルポリマー ０．１
トコフェロール ０．１
ジメチルポリシロキサン ３
ワセリン　３
シア脂　１
加水分解ヒアルロン酸 ０．０５
無水エタノール　５
キサンタンガム ０．１
精製水 残量
合計 １００ｗ／ｗ％

【図１】
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